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良
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昭
和
２
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律
第
１
９
５
号
）

第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
２
０
年

１
２
月
２
６
日
付
け
で
社
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公

告
す
る
。

平
成
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日

福
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和
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年
法
律
第
２
４
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）
第
２

５
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
に
指
定

す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
３
０
条
の
２
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
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井
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事
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川
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誠
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保
安
林
予
定
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の
所
在
場
所

越
前
市
春
山
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４
５
字
鳥
越
１
、
２
、
４
６
字

嶬
峨
山
１
、
３
か
ら
５
ま
で
、
東
樫
尾
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６
字
北

屋
敷
１
６
か
ら
１
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ま
で
、
２
０
の
１
、
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の

２
、
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、
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４
、
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字
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越
１
、
２
の
１
か

ら
２
の
７
ま
で
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、
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の
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４
の
２
、
５
の

１
、
５
の
２
、
６
か
ら
９
ま
で
、
１
０
の
１
、
１

０
の
２
、
１
１
か
ら
１
３
ま
で
、
２
４
字
嶬
峨
山

１
か
ら
９
ま
で
、
１
０
の
１
、
１
０
の
２
、
１
１

２
指
定
の
目
的

干
害
の
防
備

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に

よ
る
。

東
樫
尾
町
６
字
北
屋
敷
１
６
か
ら
１
９
ま

で
、
２
０
の
１
、
２
０
の
２
、
２
３
、
２
４

イ
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係

る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

ウ
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書

類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
越
前
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）
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